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に
マ
ス
ク
を
着
用
さ
せ
る

べ
き
で
は
な
い
か
。

答　

作
業
で
土
埃
は
ほ
と

ん
ど
発
生
せ
ず
、
市
民
に

マ
ス
ク
は
不
必
要
。
飛
散

の
状
況
を
確
認
し
な
が

ら
、
対
応
す
る
。

問　

本
市
と
Ｇ
Ｍ
Ｇ
社
と

で
締
結
し
た
仮
契
約
書
に

「
契
約
保
証
金
」
の
免
除

条
件
「
全
額
即
納
」
は
記

さ
れ
て
い
な
い
が
。

答　

先
方
と
面
談
し
、
判

問　

放
射
線
原
因
物
質
が

身
辺
の
土
地
建
物
に
付
着

し
空
間
線
量
に
反
映
、
内

部
被
曝
も
す
る
事
か
ら
、

汚
染
に
応
じ
た
賠
償
補
償

が
合
理
的
で
あ
り
、
市
と

し
て
国
に
求
め
る
考
え
が

な
い
か
。

答　

福
島
第
一
原
発
事
故

と
因
果
関
係
が
あ
る
損
害

は
、
汚
染
の
程
度
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
な
く
全
て
補

償
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
捉

え
、
被
害
の
実
態
に
即
し

た
賠
償
を
国
及
び
東
京
電

力
に
求
め
る
。

問　

除
染
し
な
い
山
林
に

囲
ま
れ
、
放
射
性
浮
遊
粒

子
が
舞
い
飛
ぶ
山
裾
の
子

育
て
家
庭
に
、
財
物
賠
償

が
無
い
事
を
ど
う
思
う
か
。

答　

20
㎞
圏
と
線
量
の
高

い
圏
外
と
は
、
取
り
扱
い

が
別
と
理
解
す
る
。

問　

農
地
除
染
や
強
い
季

節
風
で
放
射
性
物
質
を
含

む
土
埃
が
飛
散
す
る
。
吸

引
被
曝
防
止
の
為
、
市
民

断
し
た
。

問　

保
証
金
免
除
だ
け
を

謳
い
即
時
即
金
＝
即
納
条

件
の
無
い
契
約
は
財
務
規

則
違
反
。
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー

に
つ
い
て
市
長
に
回
答
を

求
め
る
。

答　

契
約
は
、
相
手
と
話

し
合
い
進
め
て
き
た
。

そ
の
他
の
質
問

❶ 

放
射
線
原
因
物
質
の
把

握
は

❷ 

市
民
の
初
期
吸
引
被

曝
は
ど
れ
程
か

❸ 

農
地
除
染
に
よ
る
住

宅
汚
染
責
任
は

小高区での除染

も
の
の
、
協
議
す
る
場
と

し
て
意
見
を
き
っ
ち
り
取

り
入
れ
て
も
ら
う
よ
う
要

望
す
る
。

問　

勧
奨
地
点
と
周
辺
地

域
の
賠
償
格
差
是
正
を
声

高
に
。

答　

同
様
の
賠
償
を
国
、

東
電
に
要
求
す
る
と
と
も

に
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
説
明
会
等
支

援
に
努
め
て
い
る
。

問　

30
㎞
圏
内
外
の
格
差

是
正
の
働
き
か
け
は
、
国

保
税
の
減
免
等
項
目
を
絞

り
込
ん
で
要
求
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
。

問　

特
定
避
難
勧
奨
地
点

の
解
除
基
準
、
年
間
20　

は
安
心
で
き
る
レ
ベ
ル
で
は

な
い
と
考
え
る
が
見
解
は
。

答　

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
基
準
を
基

に
最
も
厳
し
く
定
め
ら
れ

て
い
る
が
、
不
安
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

問　

山
林
除
染
な
く
し
て

解
除
は
な
い
の
で
は
。

答　

山
系
の
裾
野
に
当
た

り
山
林
も
生
活
圏
の
一
部

で
あ
る
。
山
林
除
染
を
要

求
し
て
い
る
。

問　

解
除
さ
せ
な
い
姿
勢

を
明
確
に
す
べ
き
で
は
。

答　

山
林
除
染
が
完
了
す

る
こ
と
が
解
除
し
な
い
条

件
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

除
染
前
2.4　

が
0.4
と
な
り

相
当
除
染
効
果
が
で
て
い

る
。

問　

市
は
国
の
出
先
の
よ

う
な
立
場
で
は
困
る
。
市

民
を
守
る
と
い
う
立
場
で

受
け
入
れ
難
い
と
声
を
出

す
べ
き
で
は
。

答　

市
に
決
定
権
は
な
い

答　

格
差
は
不
合
理
で
あ

り
本
市
一
体
的
な
取
扱
い

を
要
求
す
る
。
効
果
的
方

法
を
検
討
す
る
。

問　

市
独
自
の
支
援
策
の

拡
充
策
と
し
、
国
保
税
減

免
の
一
割
市
持
ち
分
を
支

援
す
べ
き
で
は
。

答　

見
舞
金
支
給
、
介
護

保
険
値
上
げ
分
等
支
援
し

て
い
る
。
財
政
支
援
を
国

に
強
く
要
望
す
る
。

質問を終えて
　市独自の支援策が市民
の心の一体感を深めま
す。もう一押の支援策で
異体同心の団結へ。

そ
の
他
の
質
問

❶ 

避
難
区
域
の
リ
フ
ォ
ー

ム
廃
材
処
理
は

❷ 

甲
状
腺
検
査
を
受
け
や

す
い
環
境
整
備
は

❸ 

長
期
避
難
に
よ
る
荒
廃

家
屋
の
解
体
促
進
は

放
射
能
被
害
実
態
に

放
射
能
被
害
実
態
に

即
し
た
支
援
を

即
し
た
支
援
を

市
長
政
治
姿
勢
の

市
長
政
治
姿
勢
の矛

盾
！

矛
盾
！

志
賀 

稔
宗 

議
員

大
山 

弘
一 

議
員

μSv

一
般
質
問

mSv

質問を終えて
　即納されると思っての契
約は財務規則違反！
　契約締結と同時に全額納
入が即納の絶対条件。

土埃に包まれる住宅（原町区）
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付
を
指
定
し
て
い
る
。
市

長
の
大
失
態
で
あ
る
。
見

解
は
。

答　

経
緯
を
含
め
県
と
協

議
し
て
き
た
が
、
そ
の

中
で
こ
の
形
に
な
っ
た
。

我
々
も
反
省
し
て
い
る
。

問　

立
地
計
画
に
県
は
立

ち
合
っ
た
の
か
。

答　

売
買
契
約
に
お
い
て

は
、
県
の
立
ち
合
い
は
求

め
て
い
な
い
。

問　

３
億
円
超
の
大
型
契

約
に
庁
議
は
せ
ず
、
契
約

問　

市
は
Ｇ
Ｍ
Ｇ
社
誘
致

の
失
敗
で
市
民
の
期
待
を

見
事
に
裏
切
り
、
市
民
負

担
、
心
配
と
損
害
を
与
え
、

雇
用
の
場
を
失
っ
た
市
長

の
重
大
責
任
を
問
う
。

答　

企
業
立
地
に
努
力
を

重
ね
た
が
、
結
果
実
現
で

き
ず
に
残
念
に
思
う
。

問　

企
業
誘
致
に
は
信
用

調
査
が
鉄
則
だ
。
調
査
は

不
十
分
だ
っ
た
。
ど
う
か
。

答　

信
用
調
査
は
行
っ
た
。

結
果
、
十
二
分
な
調
査
必

要
性
が
反
省
点
で
あ
る
。

問　

市
は
Ｇ
Ｍ
Ｇ
社
と
の

工
業
用
地
売
買
契
約
で
保

証
金
の
免
除
は
財
務
規
則

違
反
だ
。
３
億
３
千
300
万

円
が
未
収
。
市
長
の
責
任

は
重
大
。
見
解
を
伺
う
。

答　

保
証
金
免
除
は
契
約

後
即
納
を
双
方
が
確
認
し

決
定
。
財
務
規
則
違
反
と

は
判
断
し
て
い
な
い
。

問　

即
納
は
即
納
だ
。
不

誠
実
な
詭
弁
は
許
さ
れ
な

い
。
請
求
書
で
30
日
後
納

そ
の
他
の
質
問

❶ 

震
災
に
よ
る
首
都
圏
の

負
を
利
に
克
服
策
は

❷ 

民
有
地
の
活
用
策
は

❸ 

相
双
の
被
災
同
郷
者
に

対
す
る
進
出
支
援
策
は

書
添
付
の
パ
ソ
コ
ン
に
よ

る
発
議
決
裁
に
よ
り
、
契

約
後
30
日
以
内
の
納
付
指

定
が
即
納
に
反
し
な
い
と

の
答
弁
の
正
当
化
は
、
市

民
の
納
税
意
欲
を
削
ぐ
問

題
だ
。
30
日
後
の
納
付
を

即
納
と
す
る
発
言
の
撤
回

を
求
め
る
。

答　

撤
回
す
る
必
要
が
あ

る
と
は
捉
え
て
い
な
い
。

質問を終えて
　契約後30日以内支払指定
が正当と主張し撤回しない。
市長の行政姿勢を問うが回
避に躍起。

ついに訴訟に発展（第４回定例会で議決）

渋佐・萱浜工業団地予定地（原町区）

り
、
全
く
ず
さ
ん
な
契
約

だ
っ
た
。
ま
た
、
契
約
前

に
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
社
と
の

係
争
中
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
契
約
を
見
直
す

等
の
対
応
を
と
ら
な
か
っ

た
市
長
は
、
行
政
財
産
の

管
理
者
と
し
て
の
責
務
を

怠
っ
た
と
い
え
る
の
で
は

な
い
か
。

答　

当
時
の
担
当
者
が
、

そ
う
し
た
情
報
を
含
め
て

精
査
の
上
判
断
し
た
も
の

と
認
識
し
て
い
る
。

問　

本
市
と
Ｇ
Ｍ
Ｇ
社
と

の
土
地
売
買
を
巡
る
意
見

の
対
立
は
、
本
市
の
提
訴

と
い
う
異
例
の
事
態
に
発

展
し
た
。
裁
判
が
確
定
す

る
ま
で
は
、
土
地
の
処
分

は
で
き
な
い
と
の
認
識
か
。

答　

売
買
契
約
は
既
に
解

除
し
て
お
り
、
売
払
い
は

可
能
だ
と
認
識
し
て
い

る
。
本
訴
訟
は
、
新
た
な

誘
致
企
業
の
懸
念
を
払
拭

す
る
た
め
の
も
の
だ
。

問　

本
件
は
い
わ
ば
別
件

で
、
い
ず
れ
本
市
は
Ｇ
Ｍ

Ｇ
社
に
損
害
賠
償
請
求
を

行
う
こ
と
に
な
る
が
、被
っ

た
損
害
額
を
ど
の
よ
う
に

精
査
し
て
い
る
の
か
。

答　

損
害
額
に
つ
い
て

は
、
今
回
訴
訟
に
影
響
す

る
可
能
性
も
あ
り
、
差
し

控
え
る
が
、
一
定
の
損
害

が
存
在
す
る
と
認
識
し
て

い
る
。

問　

土
地
売
買
契
約
で

は
、
契
約
保
証
金
の
免
除

等
契
約
上
の
不
備
も
あ

問　

立
地
協
定
を
信
じ
て

採
用
内
定
を
受
け
た
多
く

の
市
民
に
、
市
長
は
自
ら

の
道
義
的
責
任
に
つ
い
て

語
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　

内
定
者
に
対
し
て

は
、
意
向
確
認
す
る
と
同

時
に
、
別
の
企
業
へ
の
就

職
斡
旋
す
る
等
、
市
と
し

て
当
然
の
配
慮
を
責
任
を

も
っ
て
対
応
し
て
き
た
も

の
と
考
え
て
い
る
。

質問を終えて
　自治体が土地売買を巡っ
て誘致企業を訴える事態は
珍しく、本市に与える打撃
も深刻だ。

そ
の
他
の
質
問

❶ 

地
域
医
療
再
生
に
求
め

ら
れ
る
行
政
の
役
割
は

❷ 

中
核
病
院
と
し
て
市
立

総
合
病
院
の
役
割
は

地
方
自
治
法
施
行
令

地
方
自
治
法
施
行
令

違
反
の
疑
い
も

違
反
の
疑
い
も

Ｇ
・
Ｍ
・
Ｇ
社
の

Ｇ
・
Ｍ
・
Ｇ
社
の

誘
致
失
策
は

誘
致
失
策
は

鈴
木 

昌
一 

議
員

湊　

 

清
一 

議
員

一
般
質
問


